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CERCAカード保険デスク

国内旅行傷害保険のご相談・お問い合わせ先

お買物安心保険のご相談・お問い合わせ先

海外旅行傷害保険のご相談・お問い合わせ先

24時間 年中無休  ＜コレクトコール受付＞

お買物安心保険のご相談・お問い合わせ先

CERCAカード保険デスク
海外旅行傷害保険のご相談・お問い合わせ先

各保険のご相談・お問い合わせ先

2026年10月16日(金)以降
ご出発のご旅行より
当該カードに付帯する
海外旅行・国内旅行傷害保険は、
旅行代金などをカード決済いただく
ことが必要となります。

改定内容や補償内容の詳細については、
ホームページをご参照ください。

2026年10月16日(金)以降
ご出発のご旅行より
当該カードに付帯する
海外旅行・国内旅行傷害保険は、
旅行代金などをカード決済いただく
ことが必要となります。

改定内容や補償内容の詳細については、
ホームページをご参照ください。
https://www3.vpass.ne.jp/info/202603_hoken_ryokou/

https://www.kinki-shinkincard.co.jp/pdf/202602_travel_accident_insurance.pdf
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VISA・＜セルカ＞カード（以下総称して
＜セルカ＞カードという。）会員

　「被保険者」とは、補償の対象となる＜セルカ＞カード
会員をいいます。

被保険者が責任期間中（※ 1）に急激か
つ偶然な外来の事故によりケガをし、事
故の日からその日を含めて 180 日以内に
①死亡したとき
②後遺障害が生じたとき

①診療所または病 院等に支払った診療関係・入院関係の費用（緊急移送費、病院が利
用できない場合 や医師の指示により静養する場合のホテル客室料などの費用を含みます。）

１回のケガ・病気 につき、治療のために実際に支出した次の費用をお支払いします。ただ
し、ケガの場合は 事故の日、病気の場合は初診の日からその日を含めて180 日以内に
要した費用に限り ます。また、お支払いする保険金は、ケガの場合は治療費用保険金額、
病気の場合は疾病 治療費用保険金額を限度とします。（※４）（※５）

・死亡の場合、死亡・後遺障害保険金額
の全額（※３）を被保険者の法定相続
人にお支払いします。

＊すでに後遺障害保険金をお支払いして
いる場合は、死亡・後遺障害保険金額
からすでに支払った額を差し引いた額
をお支払いします。
・後遺障害の場合、後遺障害の程度によ
り死亡・後遺障害保険金額の３％～ 100
％（※３）を被保険者にお支払いします。
＊会員資格期間を通じ、死亡・後遺障害
保険金額が限度となります。

被保険者が責任期 間中（※ 1）に急激か
つ偶然な外来の 事故によりケガをし、
事故の日からそ の日を含めて 180 日以
内に医師の治療 を受けたとき

・被保険者の自動車または原動機付自転車の無資格運転・酒　気帯び運転・麻薬などを使用しての運転

被保険者が責任期間中（※ 1）に次のいず
れかに該当されたとき

通信費

ケガ

とき

とき



被保険者が責任期間中（※１）に次のい
ずれかに該当したとき
①急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
が原因で、事故の日からその日を含め
て 180 日以内に死亡または７日以上継
続して入院したとき
②病気または妊娠、出産、早産もしくは
流産により死亡したとき
③海外旅行中に発病した病気が原因で、
旅行終了後 30 日以内に死亡したとき、
または 7日以上継続して入院したとき
（旅行中に医師の治療を開始し、かつ、
その後も継続して治療を受けていたと
きに限ります。）
④搭乗している航空機または乗船してい
る船舶が遭難したとき
⑤事故により被保険者の生死が確認でき
ない場合（被保険者の無事の確認がで
きた後に発生した費用は対象となりま
せん。）、または緊急な捜索、救助活動
を要する状態となったことが警察等の
公的機関により確認されたとき

被保険者または被保険者の親族が実際に
支出した次の費用をお支払いします。た
だし、会員資格期間を通じて救援者費用
等保険金額が限度となります。（※５）
①捜索救助費用
②救援者（３名分限度）の現地までの航
空機等の往復運賃
③現地および現地までの行程におけるホ
テル等の宿泊施設の客室料（救援者１
名につき14日分限度で、救援者３名分
まで）
④救援者の渡航手続費、現地での諸雑費
（20 万円限度）
⑤現地からの移送費用
⑥遺体処理費用（100 万円限度）
（注）払戻しを受けた金額や負担するこ
とを予定していた金額は差し引きま
す。また、治療費用または疾病治療
費用で保険金をお支払いする場合
は、その金額を差し引きます。

被保険者が責任期間中（※１）にあや
まって他人にケガをさせたり、他人の物
に損害を与え、法律上の損害賠償責任を
負ったとき
（注）次に掲げる損害を含みます。
・ホテル・旅館等の宿泊施設の客室や客
室内の動産の損壊や紛失にかかる損害

・客室外におけるセイフティボックスの
キー・ルームキーの損壊や紛失にかか
る損害
・住居等の居住施設内の部屋および部屋
内の動産の損壊や紛失にかかる損害
（建物またはマンションの戸室全体を
賃借している場合を除きます。）

・レンタル業者から被保険者が直接借り
入れた旅行用品・生活用品の損壊や紛
失にかかる損害

損害賠償金（賠償責任保険金額を限度と
します。）のほか、訴訟費用、損害の発生・
拡大防止に要した費用等の合計額をお支
払いします。（※ 5）

（注 2）次のよう な物は保険の対象と
なりません。
現金・クレ ジットカード・コンタクトレ
ンズ・運転 免許証・原動機付自転
車・動物・植 物・下記のような運動等
を行ってい る間の当該運動等のた
め の 用 具 （ピッケル等の登山用具
を使用する 山岳登はん、スカイダイ
ビング、ハン ググライダー搭乗等の
危 険 な ス ポーツ）、ウインドサー
フィン・ス キューバダイビング・
サーフィン その他これらに準ずる
運動を行う ための用具　など

（注 2）パスポー トの場合は、５万円を
限度に再取 得費用（再発給手数料、
電信料、交 通費、宿泊費等の費用）
をお支払い します。

被保険者が責任期 間中（※１）に携行す
る被保険者所有の 身の回り品（カメラ、
宝石、衣類など） が盗難・破損・火災な
どの偶然な事故に より損害を被ったとき

５



・被保険者の故意　または重大な過失
・被保険者の自動　車または原動機付自転
　車等の無資格転　・酒気帯び運転・麻薬
　薬などを使用て　の運転

たとえば、
①次のような原因により生じた事故
・被保険者、保険金受取人の故意または
重大な過失
・被保険者の闘争行為、自殺行為または
犯罪行為
・被保険者の自動車または原動機付自転
車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬
などを使用しての運転
・戦争、外国の武力行使、革命、暴動等
（テロを除く）
・放射線照射、放射能汚染や核燃料物質
の有害な特性
・ピッケル等の登山用具を使用する山岳
登はん、スカイダイビング、ハンググ
ライダー搭乗等の危険なスポーツ
②むちうち症、腰痛その他の症状を訴え
ている場合であっても、それを裏付け
るに足りる医学的他覚所見（注）のな
いもの
（注）理学的検査、神経学的検査、臨
床検査、画像検査等により認めら
れる異常所見をいいます。

③次のような原因による入院
・妊娠、出産、早産、流産に起因する疾
病
・歯科疾病

など

・被保険者の故意　または重大な過失
・被保険者の自動　車または原動機付自転
車の無資格運転　・
　などを使用して　の運転
・戦争、外国の武 力行使、革命、暴動等
（テロを除く）

』をいいます。



・被保険者の自動車または原動機付自転
車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬
などを使用しての運転

③海外旅行中に発病した病気が原因で、
旅行終了後 30 日以内に死亡した場合、
または 7日以上継続して入院した場合
（旅行中に医師の治療を開始し、かつ、
その後も継続して治療を受けていた場
合に限ります。）

・被保険者の自動車または原動機付自転車の無資
格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての
運転

・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、
ロッククライミング・フリークライミング（登る
壁の高さが 5ｍ以下であるボルダリングは含みま
せん。）、スカイダイビング、ハンググライダー搭
乗等の危険なスポーツ

障害保険金額の３％～100％を被保険者にお支払い
します。（※２）
＊会員資格期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が
限度となります。

てい

２

１

２

被保険者が日本国内において会員資格期間中で、か
つ、下記の補償範囲に記載した間にそれぞれの補償
の対象となる事故によりケガをされ、事故の日から
その日を含めて180日以内に

とき
とき

被保険者
が、公共交
通乗用具
（※１）に
搭乗する
以前にそ
の料金を
＜セルカ＞
カードによ
り支払い、
乗客として
搭乗して
いる間

被保険者
がノークー
ポンシステ
ムを利用し
て予約を
行った宿
泊施設に
宿泊中、ま
たは予め
＜セルカ＞
カードで宿
泊料金を
支払った
宿泊施設
に宿泊客
として滞
在してい
る間

被保険者
が＜セルカ
＞カードに
より募集型
企画旅行
（ただし宿
泊を伴うも
の）の料金
を予め支
払い、募集
型企画旅
行に参加
している間



・被保険者の自動車または原動機付自転車の無資
格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての
運転

障害保険金額の３％～100％を被保険者にお支払い
します。（※３）

・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、
ロッククライミング・フリークライミング（登る
壁の高さが 5ｍ以下であるボルダリングは含みま
せん。）、スカイダイビング、ハンググライダー搭
乗等の危険なスポーツ

旅行（ただ
し宿泊を
伴うもの）
の料金を
予め支払
い、募集型
企画旅行
に参加し
ている間

よるもの）、疾病などは“急激かつ偶然な外来の事
故によるケガ”に該当しないため、ケガに関する保
険金支払の対象とはなりません。

5

4

　　すでに存在していた身体の障害や病気（骨粗しょう
症を含みます。）の影響によりケガの程度が重大となっ
た場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金
（保険金額・日数等に割合を乗じて算出します。）をお
支払い（ケガの原因が病気のみに起因する場合はケガ
に関する保険金支払の対象とはなりません。）します。

3．会員資格期間とは、カード会社にカード会員として
はじめて登録された日の翌日午前０時からの１年間をい
います。また、その期間満了日の翌日午前０時から１年
間を会員資格更新後の会員資格期間とします（以降同
様）。なお、更新停止またはカード退会をした場合はそ
の日をもって期間終了の取扱いとなります。

、



　　すでに存在していた身体の障害や病気（骨粗しょう
症を含みます。）の影響によりケガの程度が重大となっ
た場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金
（保険金額・日数等に割合を乗じて算出します。）をお
支払いします。

よるもの）、疾病などは“急激かつ偶然な外来の事
故によるケガ”に該当しないため、ケガに関する保
険金支払の対象とはなりません。

4

ｃ．サービス適用除外地域について
アフガニスタン、イエメン、ソマリア、ルワンダ、ボ
スニア・ヘルツェゴビナ、その他、戦争等の理由により
安全性が確保できない地域ではサービスの提供はいたし
かねます。
また、サービス適用地域であっても、山岳部、離島等、
都市部から遠く離れた地域であるために通信、交通手段
が確保されていない場合にはサービスの提供をお断りす
ることがありますので予めご了承ください。

ｅ．医療機関、交通機関等の国による違いについて
海外においては、文化、慣習または通信・交通の整備
状況の違いから、日本と比較すると医療機関や交通機関
での待ち時間が長くなる場合がありますので予めご了承
ください。

3 5 7 2 8 6 6 7

（ご注意）携行品損害については品物一点あたり10万
円（乗車券は合計 5万円）限度および減価償却
の適用ならびに 1 事故あたり3,000円の自己負
担の適用があります。なお、現金、小切手、商品、
商売道具などは保険の対象になりません。

ｂ．日本語サービスについて
「ＣＥＲＣＡカード保険デスク」では日本語で各種
相談にお答えしますが、海外においては現地の業者によ
りサービスを提供させていただきます。現地の係員、医
師または看護師等は原則として、日本語を話せませんの
で予めご了承ください。

ａ．サービスをお断りする場合
この海外旅行傷害保険のお支払対象とならない病気、ケ
ガ、事故の場合にはサービスを提供することができません。
サービスを提供することができない主な場合は次のと
おりです。

・携行品の欠陥、偶然な事故に起因しない故障または自然
の消耗による損害

・無資格運転（無免許運転）、酒気帯び運転によるケガ、死亡
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＜セルカ＞カード会員が従事する職務上の商品に
なるもの

＜セルカ＞カード会員１名様につき補償限度額およ
び自己負担額などは次のとおりです。 

＜セルカ＞カード会員１名
様につき毎年７月１日から
１年間の補償金支払いの限
度額となります。
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○印→提出が必ず必要な書類です。
△印→場合により提出が必要な書類です。
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